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第１ 請求の受付 

 

１ 請求人及び請求人代理人 

 

(１) 請求人         渋谷区幡ヶ谷              竹  中  達  二 

(２) 請求人代理人      久保木  亮  介 

同             水  谷  陽  子 

 

２ 請求書の提出 

 

   平成２８年２月２２日 

 

３ 請求の内容 

   

   （注１）住民監査請求書は、請求人代理人の電話番号及びＦＡＸ番号を除き、原

文のまま記載した。 

   （注２）事実証明書及び委任状は、省略した。 

 

 

渋谷区職員措置請求書 

 

２０１６（平成２８）年２月２２日

 

渋谷区監査委員  殿 

                    

               請求者代理人       久保木 亮 介 ㊞ 

同          水 谷 陽 子 ㊞ 

                   

請 求 者     竹  中  達  二  

住  所     〒１５１－００７２  渋谷区幡ヶ谷 

職  業      

 

  請求者代理人 〒 
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TEL 

FAX 

    久保木  亮  介 

    水  谷  陽  子 

 

地方自治法２４２条第１項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請

求する。 

なお、同法同条第６項に基づき、別途証拠の提出および陳述の機会を求める。 

 

請求の要旨 

 

１ 渋谷区は平成２７年２月２３日、渋谷区幡ヶ谷二丁目４２番２～４、７、２０

～２５、２８の各土地（以下「本件土地」という）を渋谷区が取得する不動産売

買契約を締結し（以下「本件売買契約」とする）、同年３月４日に売買代金３１

億９６２８万３１４５円を売主に支払った（甲１、甲２、甲３の１ないし１１）。

 

２ 渋谷区は、本件土地取得の主たる目的として、本町地区・幡ヶ谷地区の防災公

園用地とすることを挙げている。しかし、本件土地は防災公園として不可欠の土

地とはいえず、都営住宅やマンション等に囲まれ接道も悪い等、むしろ防災には

不適当な土地である（甲７）。 

  また、渋谷区は保育園や高齢者住宅の増設を、本件土地取得の従たる目的とし

て挙げている。しかし、本件土地は有害物質による重大な汚染が存し（甲６）、

区民が利用する公園としても、また保育園や高齢者住宅の用地としても不適当で

ある。 

  よって、本件売買契約に伴う公費の支出は地方自治法２条１４項、地方財政法

４条１項に抵触し違法であることを確認し、本件売買契約当時の渋谷区長桑原敏

武に対し、本件売買契約代金と同額の損害額３１億９６２８万３１４５円の返還

を請求する。 

 

３ 仮に本件土地取得の必要性が認められるとしても、本件土地は有害物質による

重大な汚染が存するにもかかわらず、渋谷区は、本件土地の土壌汚染を本件売買

代金価格に反映させず、著しく高い価格で購入している。 

  渋谷区は汚染除去の方法として土壌の入れ替えを指定しているが、土壌の入れ

替えの費用は高額であり一般的には１㎥あたり４～５万円とされる（甲７）。本

件土地の汚染は深度４ｍに及んでいるから、合計面積４７４０㎡の本件土地の土

壌汚染除去に万全を期すために深さ５メートルまで土壌を入れ替えるとすれば、

その費用は９億４８００万円を下らない。 

  従って、本件土地の適正価額は、鑑定評価２９億１０００万円（甲３、４）か

ら汚染土壌の除去費用９億４８００万円を引いた１９億６２００万円を上回る
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ことはない。従って、少なくとも、売買代金３１億９６２８万３１４５円と上記

適正価額１９億６２００万円との差額１２億３４２８万３１４５円分の損害が

発生しているというべきである。 

  なお、本件売買契約書には土壌汚染除去の売主負担を定めた条項（甲１、第７

条１項）があるが、費用負担の額が特定されておらず極めて抽象的な条項であり、

上記損害の発生を否定する根拠とはならない。 

  よって、本件売買契約に伴う公費の支出は地方自治法２条１４項、地方財政法

４条１項に抵触し違法であることを確認し、本件売買契約当時の渋谷区長桑原敏

武に対し、損害額１２億３４２８万３１４５円の返還を請求する。 

 

４ 本件申し立てに及んだ経緯 

本件土地取得に至る経過は，概略以下のとおりである。 

２０１３年 

１１月２６日  第４回区議会定例会で、桑原前区長が、地域の防災力を高め

るため防災公園として整備すると共に、残置部分を高齢者住

宅や福祉施設の整備にあてることを表明 

２０１４年 

８月１５日 土壌汚染がないと仮定した、２つの不動産鑑定評価書（甲４、

甲５）作成さる 

１１月       第４回定例会で本件土地における土壌汚染の問題が指摘され

る 

１２月     土壌汚染調査実施 

２０１５年 

２月２３日 本件売買契約締結 

３月  ４日  およそ３２億円の売買代金を売主に支払い 

６月     第２回定例会、土壌汚染の可能性が高い土地取得を、取得先

にありきで進めることに対する批判がなされる。 

桑原前区長、防災公園と福祉施設の整備が緊急の課題だった

等と釈明。 

１１月１６日 土壌汚染調査の結果が総務委員会にて明らかになる 

 

本件土地取得は、その目的も問題点についても、申立人ら近隣住民をはじめ渋谷区

民に知らされることなく進められた。 

土壌汚染の実態については、調査実施いらい１年近くにもわたりその結果が公表さ

れず、その間に、土壌汚染がない前提での鑑定を根拠に、３２億円という高額での取

得がなされたことになる。 

地方自治における民主主義は、住民が情報を得て意見を表明する機会が与えられて

初めて成り立つ。申立人は、本件土地取得の過程において、この民主主義が欠如して

いる事態を看過できず、本件申し立てに至った。 
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監査委員による精査を希望する。 

以  上

 

 

（別紙事実証明書） 

 

甲第１号証           不動産売買契約書 

甲第２号証           支出命令書および請求書兼口座振替依頼書 

甲第３号証の１～１１ 全部事項証明書（本件売買契約の目的物たる各土地） 

甲第４号証           不動産鑑定評価書（（株）Ａ） 

甲第５号証           不動産鑑定評価書（（株）Ｂ） 

甲第６号証           幡ヶ谷２丁目防災公園用地の土壌汚染調査結果 

（２０１５（平成２７）年１１月１６日総務委員会資料より作成）

甲第７号証           土壌汚染の早期取り組みのために 

（Ｃ（株）ホームページより） 

甲第８号証           写真撮影報告書（本件土地の現況） 

 

 

４ 請求の要件審査 

 

請求人は、前渋谷区長桑原敏武に対し、損害額の返還を請求しているが、渋谷区

長に対する請求と解した。 

本件監査請求については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２４２条所定の要件を具備しているものと認めた。 

 

第２ 監査の実施 

 

１ 監査対象事項 

 

本件監査請求に係る監査対象事項は、監査請求書に記載されている事項等を勘

案し、次のとおりとする。 

 

(１) 渋谷区が取得する渋谷区幡ヶ谷二丁目４２番所在の土地の平成２７年２月

２３日付不動産売買契約（以下「本件売買契約」という。）に伴う３１億９６

２８万３１４５円の公費の支出は、地方自治法第２条１４項、地方財政法第４

条１項に抵触し違法であるか。 

 

(２) 本件土地の土壌汚染を本件売買代金価格に反映させず、著しく高い価格で

購入していることは、地方自治法第２条１４項、地方財政法第４条１項に抵
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触し違法であるか。 

 

２ 監査対象部 

 

総務部 

 

３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

 

請求人に対し、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２８年３月２９日に

証拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

 

(１) 新たな証拠の提出 

 

下記のとおり新たな証拠の提出があった。 

甲第９号証   指定の申請書 

甲第１０号   指定の申請書その２ 

甲第１１号証 仮)幡ケ谷２丁目解体工事及び土壌対策工事のお知らせ 

甲第１２号証 仮)幡ケ谷２丁目解体工事及び土壌対策工事 工事期間変更の

お知らせ 

 

(２) 陳述内容 

 

陳述において、本件請求に係る問題点を述べ、本件請求の趣旨を補足した。 

 

４ 監査対象部の見解 

 

監査対象部である総務部の本件監査請求に関する見解の要旨は、次のとおりで

ある。 

 

(１) 総務部 

 

ア 本件土地を取得するに至った理由及び経緯等について 

幡ヶ谷・笹塚地区は、本町地区の木造住宅密集地域に隣接し、災害時の大

規模な一時集合場所が近隣に少なかったため、防災公園の整備が重要かつ喫

緊の課題でした。併せて、高齢者住宅、保育施設などの福祉施設の整備も喫

緊の課題でした。幡ヶ谷・笹塚地区には、このような施設を設けることがで

きる、まとまった広さを持つ土地は他に無く、本件土地の地権者に対して用

地取得の交渉を開始、取得するに至りました。 

本件土地の土壌汚染については、取得に先立ち、区が平成 26 年 5 月から 12
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月にかけて行った下調査により汚染の可能性があることを知り、その後、売

主（前所有者）が調査を行い都へ届出し、都告示により汚染の正確な状況を

把握しました。 

議会における幡ヶ谷二丁目防災公園についての説明につきましては、 初

に、平成２５年１１月２６日に行われた第４回定例会において、桑原敏武区

長は、幡ケ谷二丁目地域については、国の防災公園事業の適用を受け、当該

土地所有者等の協力を得、緑の多い安全空間として整備を進めるとともに残

地部分は区民ニーズの高い高齢者住宅や福祉施設の整備に充てたいとして、

構想を新年度予算で示したいと所信表明で述べ、また、同日、渋谷区議会自

由民主党議員団佐藤真理議員の区政一般に関する質問で、幡ケ谷二丁目のあ

る企業が所有している大規模な土地に隣接している場所と、水道道路に面す

る区立七号通り公園等も取り込んだ形で、防災のための公園や必要な公共施

設の一体的な整備を行えば、区の負担を必要 小限に抑えることができると

考えるがとの問に対して区長は、地域のための防災公園の整備を目指すこと

を回答しました。翌、１１月２７日の民主党渋谷区議団治田学議員の質問に

対しても幡ヶ谷二丁目防災公園内に作られる高齢者住宅の必要性を述べてお

ります。 

また、平成２６年２月１２日に行われた平成２６年度予算プレス発表にお

いても、幡ヶ谷二丁目防災公園及び併設の高齢者住宅について、重要施策と

して発表を行っており、同資料を各議員にも配布し、施策をご理解いただけ

るように対応いたしました。 

平成２６年３月４日に行われた第１回定例会において、土地の購入経費を

予算計上し、区長の所信表明で、「この地域は本町地区の木造住宅密集地域に

隣接し、住居が密集しており、災害時の一時集合場所が不足しており・・・」

と、幡ケ谷二丁目防災公園の整備の必要性を述べております。 

３月４日の区政一般に関する質問では、渋谷区議会自由民主党議員団木村

正義議員からの質問で、今後のスケジュール、手順を聞かれ、区長は、取得

後に基本計画を策定し、２７年度には防災公園及び高齢者住宅の実施設計を

行い、平成２８年度に整備工事を完了し、開園したいと説明しております。 

同日には、日本共産党渋谷区議団牛尾真己議員、民主党渋谷区議団芦沢一

明議員らの区政一般に関する質問における幡ヶ谷二丁目防災公園に関する質

問において、一時集合場所となる防災公園及び高齢者住宅の設置の必要性を

説明しております。 

平成２６年６月１８日に行われた第２回定例会では、補正予算に、保育園

及び高齢者住宅の設計経費を計上しました。その中で、渋谷区議会自由民主

党議員団下嶋倫朗議員からの、進捗状況、整備内容についての質問について

区長は、防災公園として整備するとともに、豊かな緑地空間の中に憩いやレ

クリエーションの場として利用され、災害時には、公園周辺からの一時集合

場所として整備してゆきたい、また、施設内容については保育園及び高齢者
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住宅と公園と一体的に調和あるものとするように検討を進めていると述べて

おります。翌日の日本共産党渋谷区議団田中正也議員からの質問についても、

下嶋議員への回答を引用しております。 

平成２６年９月２５日に行われた第３回定例会における自由民主党議員団

松岡定俊議員の区政一般に関する質問について区長は、待機児童解消として、

幡ヶ谷二丁目防災公園内に保育施設を設けることの検討を進めていると述べ

ております。 

平成２６年１１月２８日第４回定例会では、日本共産党渋谷区議団田中正

也議員の区政一般に関する質問に対して区長は、木造住宅密集地域に隣接す

る幡ケ谷地区で一時集合場所となる防災公園を整備するとともに、保育園や

高齢者施設をあわせて整備をしたい。また、土地の状況等に汚染等の問題が

あるならば、土地所有者の責任において対応していただくことになると思っ

ていると述べております。 

土壌の汚染の公表につきましては、区が下調査を行った時は、まだ、この

土地は、区民の方など複数の地権者の私有地であったため、この段階での発

表は控えました。その後、売主（前所有者）が、土壌改良工事を行うに当た

り東京都環境局に提出した調査結果について、都告示により確定した内容を

平成２７年１１月１６日の総務委員会で経理課長が説明をいたしました。そ

の内容につきましては、平成２７年１１月４日告示番号東京都告示第１５９

４号、土壌汚染対策法第１１条による形質変更時要届出区域に指定されたと

いうものです。 

なお、平成２８年２月２６日に開催された、「幡ヶ谷二丁目複合施設（仮称）

建設計画」説明会において、区民の方々から土壌改良工事に関しての質問も

出ましたが、経理課長が現状についての説明を行ったところです。 

 

イ 本件土地の売買代金の決定方法について 

購入に関する予算は、平成２６年第１回定例会において、土地の購入経費

を予算計上し、議会にお諮りし可決をいただき、承認を得ております。売買

代金については、２社に不動産鑑定をしてもらっております。不動産鑑定に

おいて出した鑑定額は、土壌汚染の無い土地として評価を行っております。 

両社とも、平成２６年８月１５日に不動産鑑定評価書を提出してもらって

おります。１社は、２，９１０，０００，０００円、もう１社は３，０００，

０００，０００円の評価額をしております。この評価額を元に売主（前所有

者）と交渉を行ったところです。区といたしましては、幡ヶ谷・笹塚地区に

防災公園及び高齢者施設等を設けるために土地を必要としており、区が設置

を希望する各施設を設けることができる、まとまった広さを持つ土地が他に

無く、その地域にある土地が必要という非代替性もあり、それらを考慮して

交渉をいたしました。売主（前所有者）側では、この土地には、もともと複

数の権利関係者がおり、権利関係が複雑でした。地権者側の話し合いで、権
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利を一本化することとなり、土地の代金はそのことを反映した金額で、交渉

の結果決まった金額です。 

 

ウ 除染を行う前に本件土地を取得した理由について 

幡ヶ谷二丁目の土地の除染につきましては、複数の地権者の方々がいて、

個別に土壌汚染除去工事を行うことが難しいことなど、課題がある中で、地

権者の方々で話合いを進め、権利を一本化して、その権利者が責任を持って

工事を行うという取り決めがまとまりました。一本化には、手続きのために

費用を必要とすることから、契約の手続きを進めることとなり、平成２７年

２月２３日締結の不動産売買契約書における不動産売買契約約款の中で、売

主（前所有者）の、自己の費用負担と責任において、建物の解体と土壌汚染

の処理をしなければならないと明記し（第 7 条第 1 項）、併せて、土壌に係る

処理を怠ったときは、契約を解除して売買代金相当額の返還と違約金を支払

うことが記され（第 7 条第 3 項）、契約を締結しました。前の持主が、一本化

のための費用を必要としていたことと、必ず土壌汚染の処理を行わなければ

ならないことが担保されたために、除去を行う前の土地を購入したものです。 

除染費用の想定については、除染は売主（前所有者）が行うこととなって

いるため、渋谷区は行っておりません。 

除染の履行確認につきましては、渋谷区と売主（前所有者）との間の取り

決めで、売主（前所有者）が請負業者から工事完了報告を受けた後、速やか

に区に対し工事完了の報告を、書面をもって行うと定めております。 

本件土地は、東京都環境局の指導の下、土壌汚染対策法、都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例に従った処理が行われております。処理後は、

東京都環境局に汚染拡散防止措置完了の届出と工事の終了報告書を提出する

こととなっており、それら届出は、平成２８年３月３日に受理されたという

報告書（平成２８年３月３日付）を、受領印の押された完了の届出書の写し

とともに売主（前所有者）から受けとっております。東京都環境局による受

理は、環境局が指導を行った土壌対策の全ての処理が完了しなければ受理さ

れず、これにより安全な土壌になったものと考えております。 

 

５ 事実の確認 

 

 関係書類の調査により、次の事実を確認した。 

 

(１) 土地(幡ケ谷二丁目)売買契約について 

 

ア 買主 渋谷区 

イ 売主 ２名 
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ウ 契約金額 ３１億９６２８万３１４５円 

エ 契約月日 平成２７年２月２３日 

オ 売買の目的物の表示については、表１のとおりである。 

（表１）土地 

所在 地番 地積(実測) 

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番  ３   ２４５．３２㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番  ４ １６１．５８㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番  ７ ２，４７６．０１㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番２１ １７７．２１㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番２３ １４１．９８㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番２５ ３７３．８０㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番２８ １０９．６６㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番２４ ３４４．７１㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番２２ ２４．６８㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番  ２ ３２３．６９㎡

渋谷区幡ヶ谷二丁目  ４２番２０ ３６１．５１㎡

 面積合計 ４，７４０.１５㎡

 

(ｱ) 不動産売買契約約款第７条において、「１ 売主は、自己の費用負担と責

任において、別途買主が指定する期日までに、建物解体、及び土壌汚染に

係る環境省告示の環境基準その他関係行政庁の定める基準を超える物質等

について買主の指定する方法により処理(以下「本件土壌汚染に係る処理」

といいます。)をしなければなりません。また、建物滅失登記についても、

売主は自己の費用負担と責任において行うこととします。２ 売主が前項に

定める本件土壌汚染に係る処理を怠ったときは、買主は、売主に対して、

本契約を解除して受領済みの表記売買代金相当額の返還を請求するととも

に、第１２条の規定にかかわらず、違約金として売買代金 30％相当額を請

求することができます。３ 本物件の所有権が買主に移転して以降、本件土

壌汚染に係る処理が終了し、買主においてその終了を確認するまでの期間、

買主は、売主に対して、本物件を無償にて貸し付けることとします。」と

規定されていることを確認した。 

(ｲ) 売主は、土壌汚染対策工事計画書を区に提出し、区の承諾を得て工事に

着工し、区に定期的に進捗状況を報告し、工事完了報告を行うことを覚書

で定め、履行期限が 終的に平成２８年３月３１日であることを合意して

いることを確認した。 

 

（２） 不動産鑑定評価について 
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土地の取得における適正な価格を決定するにあたり、参考とするため、不

動産鑑定業者２社に土壌汚染については考慮しない鑑定評価を依頼し、Ａ社

から２９億１，０００万円、Ｂ社から３０億円の鑑定評価を得た。 

 

（３） 不動産登記簿(全部事項証明書)土地について 

 

所有権移転  平成２７年３月３日  

原因          平成２７年３月３日売買 

 

（４） 支出命令起票日、審査日及び支出日について 

 

伝票番号０９-５３０９６０３-００-００ 

支出命令起票日  平成２７年２月２４日 

審  査  日  平成２７年２月２４日 

支  出  日  平成２７年３月４日 

支  出  額  ３１億９，６２８万３，１４５円 

 

第３ 監査の結果 

 

１ 判断 

 

本件監査請求については、合議により、次のとおり決定した。 

「監査対象事項」については、理由がないものと認めいずれも棄却する。 

 

２ 判断理由 

  

(１) 「監査対象事項(１)」について 

 

ア 本件土地の購入について 

幡ヶ谷・笹塚地区は、本町地区の木造住宅密集地域に隣接しており、災害

時には大規模な集合場所が少なかったため、区において、防災公園の整備が

重要かつ喫緊の課題であった。そのため、まとまった広さを持つ本件土地を

取得するに至ったものである。 

平成２５年１１月２６日に行われた第４回渋谷区議会定例会において、区

長は、本件土地を緑の多い安全空間として整備を進めるとともに残地部分は

区民ニーズの高い高齢者住宅や福祉施設の整備に充てたい旨を所信表明で述

べている。その後、平成２６年第４回定例会を含む各定例会において、各会

派からの質問に対して、防災公園とともに高齢者施設や保育園の整備の必要
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性及び土壌汚染について答弁を行っている。 

このような経過を踏まえ、平成２７年２月２３日に本件土地売買契約を締

結したものである。 

イ 土壌汚染について 

土壌汚染は、「土壌汚染対策法」や都の「都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例」（以下「環境確保条例」という。）等の法令に従った処理が必

要となる。 

土壌汚染対策法第４条では、「土地の掘削その他の土地の形質の変更（以下

「土地の形質の変更」という。）であって、その対象となる土地の面積が環境

省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に

着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の

形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知

事に届け出なければならない。」と定めている。 

本件土地の土壌汚染対策については、平成２７年２月２３日に区と地権者

の間で締結した土地売買契約約款で、売主は、自己の費用負担と責任におい

て、別途買主が指定する期日までに、建物解体、及び土壌汚染に係る環境省

告示の環境基準その他関係行政庁の定める基準を超える物質等について買主

の指定する方法により処理をしなければならないと定めている（甲第 1 号証、

第７条第１項）。 

よって、売主から依頼された事業者は、法令に基づく処理を行い、土壌汚

染対策処理後は、東京都環境局に汚染拡散防止措置完了の届出（環境確保条

例第１１７条第４項）と工事の終了報告書（土壌汚染対策法第５４条第３項）

を提出することとなっており、区は、前所有者からこれらが平成２８年３月

３日に受理されたという報告書を、受領印の押された汚染拡散防止措置完了

届出書の写しと工事終了報告書の写しとともに受け取っている。 

以上により、土地売買契約約款に定められた土壌汚染対策は履行されたも

のと判断でき、本件売買契約に違法・不当はない。 

 

(２) 「監査対象事項(２)」について 

 

本件土地の価額評価にあたっては、２社に不動産鑑定を依頼しているが、

その際の鑑定額は、土壌汚染の無い土地として評価を行っており、この評価

額を元に売主と交渉を行った結果、本件土地の売買代金となっている。 

上記(１)「監査対象事項(１)」で述べたとおり、本件売買契約約款で、売

主は、自己の費用負担と責任において、別途買主が指定する期日までに、建

物解体、及び土壌汚染に係る環境省告示の環境基準その他関係行政庁の定め

る基準を超える物質等について買主の指定する方法により処理をしなければ

ならないと定め、土壌汚染対策は終了している。 
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よって、請求人が主張する鑑定評価額から土壌汚染の除去費用を引いた金

額を適正金額として、売買代金との差額１２億３４２８万３１４５円分の損

害が発生しているとの主張は、理由がない。 

 

(３) 結論 

 

地方公共団体の不動産の取得に関しては、特定の政策実現のためにどのよ

うな不動産をいかなる対価をもって取得するかについては、財産を取得する

責任と権限を有し、当該地方公共団体の他の事務についても包括的に統括す

る権限を有する区長の裁量に委ねられている。 

上記(１)及び(２)で述べたとおり、本件土地を取得するまでの手続きにお

いて問題はなく、何ら合理的な理由なく適正価額を著しく上回る対価を設定

するなど社会通念に照らし妥当性を欠き、その裁量権の範囲を逸脱し、又は

濫用して契約締結行為をしたとは認められない。 

以上のことから、請求人の主張は理由がないものと判断した。 

 

以上、請求人の主張及び監査対象部の見解を斟酌して、監査委員の判断を示した

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本書は、請求人に通知した監査結果に、個人情報の保護等の観点から一部省略等を行ったものである。


